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仙台市水道局コールセンター運営業務委託仕様書 

 

 

１ 目 的 

本仕様書は、仙台市水道局（以下「局」という。）が委託する「仙台市水道局コー

ルセンター」（以下「コールセンター」という。）の運営並びにこれらに関連する業

務の委託について必要な事項を定める。 

 

２ 委託業務の内容 

委託業務の内容は次のとおりとする。 

受託者は、委託業務の履行にあたり、本業務が局の窓口となる業務であることを

認識し、常に適正かつ誠実な対応を行い、業務が円滑に行われるよう努めなければ

ならない。 

（１）コールセンターの運営に関する業務 

① 受託者は、次に掲げる項目を実施するとともに、その実施状況等の内容分析

を行い、局に報告したうえで業務効率の向上に努めること。 

ア 応対業務上の目標を設定し、これを進捗管理すること。 

イ 設定した目標達成度に応じた研修等を実施し、業務品質の維持向上に努め

ること。 

ウ 業務従事者の配置について、入電数や業務量に応じ、柔軟かつ適正な配置

を行うこと。 

② 受託者は、組織的・自律的な業務運営を行い、コールセンター内での業務遂

行はもとより、局との連携や調整等が円滑に実施できる体制を構築すること。 

③ 受託者は、業務電算システム端末（以下「システム端末」という。）の日常点

検及び維持管理等、コールセンターにおける入退室状況の管理及び備品又は業

務上使用する帳票類の維持管理を行うこと。 

（２）コールセンターにおける各種応対業務 

① 引越等受付に関する業務 

ア 電話による受付 

使用者、支払者またはその代理人等（以下「使用者等」という。）からの、

電話による水道の使用開始、使用廃止、使用者の変更及び支払者に関する情

報の変更、その他の申込等について受付を行い、受付内容をシステム端末に

入力する。 

イ インターネット等による受付 

上記ア同様、インターネット、ＦＡＸ、その他の手段による届出について

受付を行い、受付内容をシステム端末に入力する。 

② 漏水修繕等の受付に関する業務 

道路または宅地内における漏水や出水不良等の電話による通報は「仙台市修
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繕受付センター」で受け付けると広報しているが、これらのうちコールセン

ターに入電したものについてはコールセンターで対応し、内容をシステム端末

に入力した後、担当部署に現場調査等の対応を依頼する。 

③ 水道に関する問合せ等への一次対応 

使用者等から問合せがあった場合には、あらかじめ局が提供する資料に従っ

て定型的な内容の回答を行う。 

また、使用者等から電話にて要望または苦情（以下「苦情等」という。）を受

けた場合には、一次対応を行い、その内容を局に引き継ぐ。対応の内容はシス

テム端末に入力する。 

④ 局内各部署への電話取次ぎ 

上記①から③に定める業務の範囲外の電話を受けた場合等、必要があるとき

は関係部署へ電話を転送し、取次ぎを行う。 

⑤ 庁内放送 

定期に、または局から指示のあったときに庁内放送を行う。 

⑥ 庁舎案内業務 

水道局庁舎への来庁者に対し、用務先の所在等を案内する。 

⑦ 災害発生時の対応 

災害が発生した場合において、水道管の破損等の異常に関する通報や問合せ

または苦情等を電話で受け付けた場合には、局から提供される災害状況等の情

報を基に回答を行う。 

なお、受け付けた内容は定期的にとりまとめて局に報告する。 

⑧ その他付帯業務 

その他、各業務に付帯する業務を行う。 

 

３ 業務管理目標 

（１）応答率（着信した電話のうち、応答できたもの） 

   月次応答率：８５％以上とする。 

（２）応答時間（着信から応答までの時間） 

月次平均１０秒（３コール）以内とする。 

（３）通話時間 

月次平均１通話あたり３分３０秒以内とする。 

（４）１件当たりの処理時間 

通話時間、入力時間、その他付帯業務を含め、月次平均６分以内とする。 

（５）一次完了率（応答した電話のうちコールセンター内で応答が完了したもの） 

月次平均９０％以上とする。 

 

４ 履行期間等 

（１）履行期間は、着手の日から令和６年１２月３１日までとする。 
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（２）運営業務の開始は令和２年１月１日からとする。 

（３）着手の日から令和元年１２月３１日までを準備研修期間とし、業務を円滑に進

めるため研修期間に充てるものとする。 

（４）業務履行期間の終期に先立ち業務引継ぎ期間を設けるものとする。 

 なお、業務引継ぎが不要となった場合には、委託料の変更契約を締結できるもの 

とする。 

 

５ 契約金額 

契約金額は、入札金額に記載された金額に消費税相当額を加算した金額（当該金

額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）とし、その内

訳は人件費、研修期間費用、業務管理費、業務引継ぎ費用とする。 

なお、本業務の委託料の支払いは、令和２年１月以降とし、準備研修期間に係る

経費については契約金額に含むものとする。 

 

６ 変更契約 

当初の契約において局が想定した別紙３に定める入電件数及び別紙４に定める処

理件数に大幅な増減が見込まれる場合については、局及び受託者とで協議のうえ、

変更契約を締結できるものとする。 

 

７ 業務日及び時間 

業務日及び時間は、別紙１に定めるとおりとする。 

なお、本仕様書における平日とは、土曜日、日曜日、祝休日及び１２月２９日か

ら翌年１月３日までの期間を除く日をいう。 

 

８ 履行場所 

局本庁舎内において、局が指定する場所とする。 

 

９ 他の事業者との連携 

受託者は、業務の履行にあたり、公益財団法人  仙台市水道サービス公社、検

針・収納・開閉栓等業務受託者及び修繕受付センター業務受託者等、局の業務に関

わるほかの業者（以下「関連業務受託者等」という。）と連携する場合は、当該関連

業務受託者等と協力し、業務に支障を生じることがないよう留意しなければならな

い。 

 

１０ 委託業務の引継ぎ 

（１）受託者は、局からの指示があった場合には、局の指示する者に対し、業務資料

等及び実地により実務的な業務引継ぎを実施するものとする。 

（２）業務引継ぎの詳細は局と協議して定めるものとし、受託者は「１６ 業務従事
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者の配置」に定める各業務の従事者とは別に、業務引継ぎを行う業務従事者を配

置しなければならない。 

 

１１ 委託料の請求及び支払 

（１）委託料の請求及び支払については月毎の区分払いとし、各年度の各月の支払額

については契約締結の際、局及び受託者とで協議のうえ定めることとする。 

（２）局は、前項の協議内容に従った請求があったときは、当該履行分について検査

終了後、請求のあった日から３０日以内に支払うものとする。 

 

１２ 業務計画書の提出 

受託者は、あらかじめ業務計画書を提出するものとする。業務計画書には、下記

の事項を記載しなければならない。 

ア 業務内容 

イ 業務履行体制 

ウ 業務工程表 

エ 災害時及び緊急時における連絡体制 

オ 業務従事者の研修体制その他業務水準向上のための体制 

 

１３ 業務監督責任者及び監督員 

（１）局は、総務部料金課長を業務監督責任者に指定し、受託者または受託者の業務

責任者を指示監督する。 

（２）業務監督責任者は、他の職員を監督員として指定し、業務履行状況の管理、受

託者の業務実施状況の確認または業務責任者及び現場責任者との協議及び連絡調

整に当たらせることができる。 

（３）業務監督責任者は、監督員を指定したときは、その旨を受託者に通知する。  

 

１４ 業務責任者等の選任 

（１）受託者は、業務責任者及び現場責任者を選任し、局に届け出なければならない。 

（２）業務責任者は、受託業務の履行について指揮監督を行い、現場責任者の指導を

行うとともに、業務の履行について局へ報告するものとする。 

（３）現場責任者は、業務従事者の指導を行うほか、業務の履行について監督員と協

議及び連絡調整を行うものとする。 

（４）業務責任者及び現場責任者は、契約書第２条の２の規定に基づく業務担当者を

兼ねることができる。 

 

１５ 業務従事者名簿の提出 

  受託者は、「１６ 業務従事者の配置」に定める各業務に従事する業務従事者名、

その他局が定める事項を記載した名簿をあらかじめ局に提出しなければならない。
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また、名簿に記載された内容を変更、追加または削除する場合にはあらかじめ局に

届け出なければならない。 

 

１６ 業務従事者の配置 

（１）業務従事者の区分は次のとおりとする。 

ア マネージャー（以下「ＭＧ」という。） 

業務の総括及び管理を行い、コールセンター運営の全体統括を行う者 

イ スーパーバイザー（以下「ＳＶ」という。） 

業務従事者の指導にあたり、ＭＧの補佐を行う者 

なお、ＭＧはＳＶを兼ねることができる。 

ウ オペレーター（以下「ＯＰ」という。） 

コールセンターにおける電話応対及びこれらに関連する業務を処理する者  

エ 案内手 

庁舎案内業務を処理する者 

（２）受託者は、別紙２に定める数の業務従事者を配置するものとする。 

（３）受託者は、前項の定めに従い、１ケ月間の業務を行う者の氏名及び従事日時そ

の他必要事項を記載したシフト表を、前月２５日までに局に提出しなければなら

ない。 

（４）前項の定めに従い提出したシフト表の内容に変更が生じた場合には、受託者は

あらかじめ変更後のシフト表を局に提出しなければならない。ただし、業務従事

者の疾病等のため事前にシフト表を提出することが困難な場合は、シフトの変更

について監督員の承諾を得たうえで、事後に提出することができる。 

（５）受託者は出勤簿を作成し、業務従事者の勤務状況を適切に把握及び指導しなけ

ればならない。また、局から求められた時は出勤簿を提示しなければならない。 

 

１７ 身分証明書の着用 

  受託者は、業務従事者に対し、その身分を示す顔写真入りの証明書を交付し、業

務履行中、常時着用させるものとする。 

 

１８ 報告義務 

（１）受託者は、業務日報及び月次業務報告書により業務の状況を逐次報告しなけれ

ばならない。また、契約書、本仕様書及び特記仕様書に別段の定めがあるものの

ほか、局から報告を求められたときは、受託業務について報告を行わなければな

らない。 

（２）受託者は、事故があったときは速やかに対応し、適切な処置をしなければなら

ない。また、その旨を業務監督責任者に速やかに報告するものとする。 
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１９ 個人情報等の取扱い 

（１）受託者は、業務の履行にあたり「仙台市行政情報セキュリティポリシー」を十

分理解したうえで特記仕様書を遵守し、個人情報保護に関する措置を行わなけれ

ばならない。 

（２）個人情報以外の行政情報についても、個人情報に準じた取扱いを行うものとす

る。 

 

２０ 研修の実施等 

（１）受託者は、業務従事者に対して研修を実施し、業務の内容を十分に理解させな

ければならない。 

（２）受託者は、研修を実施するにあたって研修資料を作成したときは、その内容に

ついて局の承諾を得て使用するものとする。 

（３）受託者は、研修の実施にあたり、局の設備、備品及び資料等を使用する場合は、

事前に局に協議しなければならない。 

（４）受託者は、業務水準の維持向上のため、業務従事者に対して適宜必要な研修を

実施することとする。 

（５）受託者は、局から研修の実施を求められたとき、または局が開催する研修の受

講を求められたときは、できる限り対応することとする。なお、受託者は研修所

要時間等について局に調整を求めることができる。 

 

２１ 備品等の取扱い 

（１）局は、業務の履行に必要となる次に掲げる設備・機器・業務場所等（以下「貸

与品等」という。）について、本契約書に定める履行期間に限り、受託者に無償で

貸与する。 

ア  システム端末、プリンター及びその他のシステム機器一式並びにネット

ワーク機器一式 

イ コールセンター用電話設備一式 

ウ 庁内放送用機器一式 

エ 机、椅子及びキャビネット 

オ 庁内連絡用電話機 

カ ファックス・コピー複合機 

キ コールセンター室、休憩室兼更衣室及び各室に付帯する設備等 

ク その他業務履行上使用する局の備品及びマニュアル等の資料 

（２）受託者は、貸与品等について、善良な管理のもと適正に使用しなければならな

い。また、契約書及び本仕様書に定める業務を履行するためのみに使用すること

とし、他の用途に使用してはならない。 

（３）受託者は、貸与品等に不具合を生じた場合は、直ちに局に通報しなければなら

ない。 
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（４）受託者は、貸与品等を「８ 履行場所」に定める場所から移動し、他の物件を

付着させ、または貸与品等の一部を除去し、若しくは取り替える等の現状変更を

行う場合には、事前に局の承諾を得なければならない。 

（５）受託者は、受託者または受託者の使用人の故意または過失により、貸与品等を

滅失、毀損等の損害を与えた場合には、その賠償の責を負わなければならない。 

（６）受託者は、貸与品等に係る権利を第三者に譲渡し、または転貸してはならない。 

（７）履行期間が満了した場合、または本契約が解除された場合には、受託者は貸与

品等を局が指定する期日までに局に返還しなければならない。 

（８）貸与品等を返還する場合には、局が指定する期日までに原状の回復を行うもの

とし、これに要する費用は受託者の負担とする。ただし、局が原状回復の必要が

ないと認めたものについては、この限りでない。 

（９）本業務を履行するうえで必要となる貸与品等以外のものについては、受託者の

負担により用意し、設置するものとする。ただし、設置するにあたっては局の承

諾を得なければならない。 

 

２２ 環境への負荷の低減 

受託者は、業務の履行にあたり、仙台市の環境マネジメントシステムの運用に協

力し、環境汚染の防止、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量及びリサイクルなど、

環境への影響に配慮すること。 

 

２３ 定例会及び打ち合わせの開催 

（１）受託者は、業務の履行状況の報告及び課題の整理を行うため、月１回定例会を

開催しなければならない。 

（２）局は、業務管理上必要があると認めるときは、受託者に対して随時に打ち合わ

せを開催し、業務の履行状況等の報告を求めることができる。また、受託者は、

業務履行上必要があると認めるときは、局に対して打ち合わせの開催を求めるこ

とができる。 

（３）受託者は、定例会または打ち合わせが開催されたときは、その内容を議事録と

して記録し、会の終了後速やかに局に提出しなければならない。 

 

２４ 業務に関する提案 

受託者は、事務処理手順等について積極的に局へ提案を行い、一層の業務効率化

とお客様サービスの向上を目指すものとする。 

 

２５ 業務手順書の作成 

受託者は、局が別途貸与するコールセンターマニュアルのほかに、受託者の利用

しやすい構成で記載した業務手順書を作成することができる。ただし、作成にあ

たっては、局の承諾を得ることとする。 
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２６ 成果物の帰属 

受託者が本業務において作成した業務手順書その他関連資料（以下「成果物」と

いう。）に関する一切の権利（著作権法第２１条から第２８条までに定めるすべての

権利を含む）を、局に無償で譲渡するものとする。 

また、受託者は、成果物に関する著作者人格権を有する場合においても、局及び

局が指定するものに対してこれを行使しないものとする。 

 

２７ 提出書類 

受託者は、契約書、本仕様書及び特記仕様書に定める別紙６の書類を、それぞれ

の期日までに局に提出しなければならない。 

 

２８ 災害時等の対応 

（１）局は、自然災害や突発事故等により大幅な着信件数の増加が見込まれる場合は、

別紙５に定める災害時等特別体制の範囲内において、配置人員の増員や業務日の

追加及び業務時間の延長（以下「特別増員等」という。）を受託者に依頼すること

ができる。受託者は、緊急時に必要な人員を確保できる仕組みを平常時より整え、

局から依頼があった場合は、協議のうえ速やかに特別増員等を行わなければなら

ない。 

（２）受託者は、特別増員等の実施期間が３日以内の場合は、本契約の範囲内で対応

しなければならない。ただし、３日を超えて継続した場合においては、特別増員

等に係る延べ時間数に契約金額及び従事時間帯等を踏まえ、局及び受託者との協

議により決定した従事者区分ごとの単価を乗じた費用を局が負担する。 

 

２９ システム障害発生時の対応 

受託者は、システム端末に障害が発生した場合には、局の指示に従い、紙帳票を

用いる等により電話受付を継続すること。 

 

３０ 協議 

受託者は、本仕様書に基づき業務を履行するものとし、本仕様書に定めのない事

項または解釈に疑義の生じた事項については、局及び受託者とで協議のうえ、別途

定めることとする。  



（別紙１） 

項番 業 務 業務日及び業務時間 

１ 庁舎案内業務 平日午前８時３０分から午後５時まで 

２ 項番１以外の業務 

平日午前８時３０分から午後７時まで 

土曜日午前８時３０分から午後５時まで 

ただし、３月の日曜日・祝休日及び４月の第一日曜日については、

土曜日と同様の取扱いとする。 

 

  



（別紙２） 

項番 区 分 配置人数及び配置要件 用意席数 

１ ＭＧ 

業務日は原則として配置すること。 

コールセンター業務において 1 年以上マネージャーとしての

経験を有すること。 

１席 

２ ＳＶ 

以下の条件に従い、ＳＶの業務を適正に行うために必要とな

る人数を適宜配置すること。 

 

・業務日につき１名を常時配置すること。 

・オペレーター９名につき１名以上を配置すること。 

・日曜日・祝休日の翌営業日の平日は２名以上を配置すること。 

・３月の土曜日・日曜日・祝休日及び４月の第一日曜日とその前

日の土曜日は２名以上を配置すること。 

 

コールセンター業務において、１年以上スーパーバイザーと

しての経験を有すること。 

２席 

３ 
ＯＰ 

（電話応対用） 

別紙３の想定入電数を基に、「３ 業務管理目標」を達成する

ために必要な人数を配置すること。ただし、２名以上を常時配置

すること。 

なお、入電件数が別紙３に示す想定入電数を著しく超えた場

合、または右に定める席数の人数を配置しても「３ 業務管理目

標」を達成することが不可能である場合には、この限りでない。 

１８席 

４ 
ＯＰ 

（事務処理用） 

別紙４の想定処理件数を基に、処理を完了するために必要

な人数を配置すること。 

なお、業務状況等を勘案のうえ、適宜項番３の従事者をもっ

て充てることも差し支えない。 

３席 

５ 案内手 
別紙 1の項番 1に定める業務時間中、１名を常時配置するこ

と。 
１席 

 

  



（別紙３）

各月一日あたり平均想定入電数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

550 420 380 380 340 450 370 350 350 390 510 990

休日の翌日 810 610 530 560 450 710 530 500 500 560 750 1,490

410 220 220 220 190 250 220 210 220 230 320 710

240 370

時間帯別想定入電割合

8:30～9:00 9:00～10:00 10:00～11:00 11:00～12:00 12:00～13:00 13:00～14:00 14:00～15:00 15:00～16:00 16:00～17:00 17:00～18:00 18:00～19:00

3.06% 10.53% 11.57% 10.64% 9.89% 10.82% 10.78% 10.55% 10.71% 7.03% 4.42%

休日の翌日 3.94% 12.37% 12.79% 10.54% 10.32% 11.10% 9.87% 9.43% 9.47% 6.27% 3.91%

4.77% 12.75% 13.86% 13.58% 11.52% 11.44% 10.95% 10.54% 10.60%

4.65% 12.62% 13.90% 14.84% 10.74% 11.96% 9.91% 11.63% 9.75%

土曜日

日曜日・祝日

平日

土曜日

日曜日・祝日

平日



（別紙４）

通常期 繁忙期

分 （３・４月以外） （３・４月）

2.5 1,700 3,300

2.5 400 400

2.5 600 1,000

2.5 300 300

2.5 600 700

2.5 1,100 2,300

口座振替申込書発送入力（ネット受付分）

口座振替申込書発送処理

新設アパート方書等入力

クレジットカード払い申込書発送入力（ネット受付分）

業務内容別月あたり平均想定処理件数

新設栓使用開始入力

業務内容

想定
所要
時間

想定件数（件/月）

電話以外の開始・廃止受付入力
（窓口・ハガキ・ＦＡＸ・インターネット受付分）



（別紙５） 災害時等特別体制 

業務日 日曜日、祝休日、年末年始（１２月２９日～１月３日）を含めたすべての日 

業務時間 午前７時から午後９時まで 

配置席数 

ＭＧ         １席 

ＳＶ         ２席 

ＯＰ（電話応対用） １８席 

 

  



（別紙６） 提出書類 

（１）業務委託契約書に定めるもの 

提出書類 提出期限 規定条項等 様式 

着手届 契約締結後１４日以内 第２条の２ 様式 4 

業務担当者（変更）届 
着手届提出日 

担当者を変更するとき 
第２条の２ 様式 9 

業務履行報告書（区分払用） 委託料（区分払）の請求時 第２２条 様式 94 

業務完了届 業務完了時 第２０条 様式 28 

（２）仙台市水道局コールセンター運営業務委託仕様書に定めるもの 

提出書類 提出期限 規定条項等 様式 

業務計画書 

着手届提出日 

１２ 任意様式 

業務責任者届及び現場責任者

届 
１４の（１） 

業務担当者（変更）

届をもって兼ねる 

業務従事者名簿 
着手届提出日 

内容を変更、追加または削除するとき 
１５ 

任意様式 議事録 
定例会または打ち合わせ終了後速や

かに 
２４の（３） 

シフト表 
前月２５日まで 

変更を生じるとき 
１６の（３） 

業務日報 毎業務日 

１８の（１） 

コールセンター

マニュアルに定

める様式 月次業務報告書 翌月５営業日まで 

（３）個人情報の取扱いに関する特記仕様書に定めるもの 

提出書類 提出期限 規定条項等 様式 

個人情報の取扱いに係る作業

場所及び作業内容に関する届 

個人情報の取扱いに係る作業の開始

前まで 

３の（２） 

同仕様書に定め

る様式 

個人情報の取扱いに係る管理

監督者に関する届 

４の（４） 
個人情報の取扱いに係る作業

従事者に関する届 

個人情報の適正な取扱いに関

する誓約書（写し） 
任意様式 

個人情報保護等に関する計画

書 
６の（１） 

同仕様書に定め

る様式 

注）その他本表に定めのない様式は、局と受託者とで協議のうえ定めるものとする。 


